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町
で
は
、御
船
町
に
住
民
票
の
あ
る
す
べ

て
の
人
を
対
象
に「
交
通
災
害
共
済
」へ
加
入

し
て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、御
船
町
民
が

交
通
事
故
に
よ
り
死
亡
や
負
傷
し
た
場
合
、

実
際
に
入
院
や
通
院
を
行
っ
た
期
間
に
応
じ
、

交
通
災
害
見
舞
金
を
支
給
す
る
も
の
で
す
。

▼
交
通
事
故
の
内
容

▽
自
動
車
▽
原
動
機
付
自
転
車
▽
自
転
車

▽
汽
車
▽
電
車
▽
航
空
機
▽
船
舶
▽
モ
ノ

レ
ー
ル
▽
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
の
運
行
に
よ
る

事
故
で
、日
本
国
内
で
発
生
し
た
も
の
。

▼
事
故
に
遭
っ
た
場
合

事
故
に
遭
っ
た
ら
、必
ず
警
察
に
届
け
出

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
請
求
方
法

治
療（
入
院
・
通
院
）が
済
ん
だ
ら
、役
場

地
域
・
防
災
係
で
必
要
な
書
類
を
持
参
の

上
、請
求
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
請
求
に
必
要
な
も
の

▽
印
か
ん
▽
交
通
事
故
証
明
書
▽
診
断
書

（
診
療
報
酬
明
細
書
）▽
住
民
票

▼
請
求
期
限

　

事
故
に
遭
っ
た
日
か
ら
１
年
以
内

▼
請
求
・
問
い
合
わ
せ

　

役
場
総
務
課
地
域
・
防
災
係

　

☎
2
8
2
-1
1
1
1

　

御
船
町
町
民
交
通
災
害
共
済
は
、御
船
町

民
の
交
通
事
故
に
よ
る
災
害
に
対
し
て
、口

数
や
障
が
い
の
等
級
に
応
じ
て
、共
済
金
を

支
給
す
る
制
度
で
す
。

　

県
内
で
は
、交
通
死
傷
事
故
の
発
生
が
依

然
と
し
て
高
く
、飲
酒
運
転
な
ど
の
悪
質
で

危
険
な
運
転
に
よ
る
死
傷
事
故
が
後
を
絶
た

な
い
状
況
で
す
。

　

ま
た
、交
通
事
故
死
者
の
半
数
以
上
を
高

齢
者
が
占
め
る
な
ど
交
通
事
故
情
勢
は
厳
し

い
と
い
え
ま
す
。

　

そ
こ
で
安
心
へ
の
備
え
と
し
て
、負
担
の

少
な
い
掛
金
で
保
障
が
厚
い「
交
通
災
害
共

済
」へ
の
加
入
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
時
期

　

い
つ
で
も
申
し
込
み
で
き
ま
す

▼
申
し
込
み
に
必
要
な
も
の

　

▽
印
か
ん
▽
加
入
口
数
に
応
じ
た
掛
金

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

役
場
総
務
課
地
域
・
防
災
係

　

☎
2
8
2
-1
1
1
1

▶役場（時間外・休日の直通）
 ☎282‒1111
▶教育委員会
　（カルチャーセンター）
 ☎282‒0888
▶スポーツセンター
 ☎282‒4111
▶恐竜博物館
 ☎282‒4051
▶天君ダム
 ☎284‒2057
▶御船町甲佐町衛生施設組合
　（ゴミ焼却場） ☎282‒0688
▶吉無田高原「緑の村」
 ☎285‒2210
▶養護老人ホーム「オアシス」
 ☎282‒0459
▶浄水センター
 ☎282‒7066
▶御船地区衛生施設組合
　（し尿処理場） ☎282‒2970
▶社会福祉協議会
 ☎282‒0785
▶上益城消防署
 ☎282‒1955
▶御船警察署
 ☎282‒1110
▶上益城地域振興局
 ☎282‒2111
▶御船保健所
 ☎282‒0016
▶御船町地域包括支援センター
 ☎282‒2911
▶眺世庵
 ☎282‒0806

生活便利帳

Good Life Information

お
知
ら
せ

　

建
築
の
悪
徳
業
者
は
、高
齢
者
や
一
人
暮

ら
し
の
家
庭
な
ど
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
営
業
を

す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
よ
う
で
す
。
言
葉
巧
み

　

御
船
地
区
衛
生
施
設
組
合（
し
尿
処
理
場
）

で
は
、10
年
に
一
度
の
補
修
点
検
が
行
わ
れ

ま
す
。
そ
の
た
め
、し
尿
と
浄
化
槽
汚
泥
の

搬
入
が
規
制
さ
れ
ま
す
の
で
、汲
み
取
り
は

余
裕
を
も
っ
て
業
者
へ
依
頼
さ
れ
る
よ
う
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

▼
搬
入
規
制
期
間

　

4
月
19
日
㊊
〜
4
月
28
日
㊌

　

※
搬
入
量
が
通
常
の
80
％
に
規
制

▼
搬
入
停
止
期
間

　

4
月
29
日
㊍
〜
5
月
9
日
㊐

　

※
完
全
に
搬
入
が
で
き
ま
せ
ん

▼
問
い
合
わ
せ

・
役
場
保
健
衛
生
課
環
境
衛
生
係

　

☎
2
8
2
-1
6
0
4

・
御
船
地
区
衛
生
施
設
組
合

　

☎
2
8
2
-2
9
7
0

　

巣
立
ち
を
し
た
ば
か
り
の
ヒ
ナ
鳥
は
、う

ま
く
飛
べ
ず
に
巣
か
ら
落
ち
て
い
る
場
合
が

あ
り
ま
す
が
、必
ず
親
鳥
が
世
話
を
し
ま
す
。

人
が
近
く
に
い
る
と
、親
鳥
は
ヒ
ナ
鳥
に
近

づ
け
ま
せ
ん
。
落
ち
て
い
る
ヒ
ナ
鳥
は
、拾

わ
ず
に
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
く
だ
さ
い
。　

　

県
で
は
、野
鳥
の
繁
殖
期
間（
4
月
〜
7

月
）の
う
ち
、5
月
10
日
か
ら
6
月
9
日
ま
で

を
「
野
鳥
保
護
指
導
取
締
等
強
化
月
間
」
と

定
め
て
い
ま
す
。
県
民
の
皆
さ
ま
に
は
、野

鳥
の
保
護
や
、違
法
に
よ
る
捕
獲
と
飼
養
の

防
止
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
の
で
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

　

上
益
城
地
域
振
興
局
林
務
課

　

☎
2
8
2
-0
3
3
3

　

裁
判
や
調
停
、人
権
相
談
な
ど
身
の
ま
わ

り
の
紛
争
解
決
の
た
め
、法
的
な
手
続
き
に

つ
い
て
の
相
談
会
を
無
料
で
行
い
ま
す
。
相

談
は
、予
約
制
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、来
庁

順
に
受
け
付
け
ま
す
。

▼
日　

時　

5
月
19
日
㊌

　
　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

▼
場　

所　

御
船
簡
易
裁
判
所

▼
相
談
の
内
容

▽
民
事
／
金
銭
の
貸
し
借
り
、売
買
、交
通

事
故
、給
料
、土
地
、建
物
、登
記
な
ど

▽
家
事
／
離
婚
、養
育
費
、成
年
後
見
、相

続
、遺
産
な
ど

※
人
権
問
題
な
ど
の
紛
争
や
悩
み
事
は
、人

権
擁
護
委
員
、民
事
調
停
委
員
が
相
談
を

伺
い
、必
要
な
手
続
き
を
説
明
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

　

御
船
簡
易
裁
判
所

　

☎
2
8
2
-0
0
5
5

　

男
性
で
も
簡
単
に
で
き
る
料
理
教
室
を
7

回
シ
リ
ー
ズ
で
開
催
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
料

理
初
心
者
の
人
も
大
歓
迎
で
す
。

▼
日　

程　
　
　
　

①
6
月
15
日
㊋

　

②
7
月
6
日
㊋　

③
9
月
21
日
㊋

　

④
10
月
19
日
㊋　

⑤
11
月
16
日
㊋

　

⑥
2
月
15
日
㊋　

⑦
3
月
17
日
㊍

▼
時　

間　

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
１
時

▼
場　

所　

保
健
セ
ン
タ
ー

▼
内　

容　

季
節
の
食
材
を
使
っ
て
バ
ラ
ン

ス
の
取
れ
た
メ
ニ
ュ
ー

▼
募
集
定
員　

25
名

▼
申
込
期
限　

5
月
31
日
㊊

▼
受
講
料　

　

2
5
0
0
円

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

保
健
セ
ン
タ
ー（
保
健
予
防
係
）

　

☎
2
8
2
-1
6
0
2

 

 
 

 

無
料
で
法
律
相
談
を
行
い
ま
す

交
通
災
害
共
済
で

保
障
が
受
け
ら
れ
ま
す

交
通
災
害
共
済
（
任
意
保
険
）
に

加
入
し
て
く
だ
さ
い

し
尿
、
浄
化
槽
汚
泥
の
搬
入
が

一
定
の
期
間
は
規
制
さ
れ
ま
す

繁
殖
期
の
野
鳥
保
護
と

指
導
取
締
等
強
化
月
間

募　

集

男
性
料
理
教
室
参
加
者
を
募
集

▼災害の程度と保障内容

▼交通災害共済の内容

区　分

１等級

２等級

３等級

４等級

５等級

10口

20口

30口

40口

50口

1,050円

2,100円

3,150円

4,200円

5,250円

2,000円

4,000円

6,000円

8,000円

10,000円

1,000円

2,000円

3,000円

4,000円

5,000円

100万円

200万円

300万円

400万円

500万円

4万円～100万円

8万円～200万円

12万円～300万円

16万円～400万円

20万円～500万円

※治療は入院や通院が対象です。

※入院は180日、通院は90日までが限度です。

10万円

5万円

3万円

1.5万円

1万円

死　亡

180日以上の治療

90日以上の治療

30日以上の治療

10日以上の治療

金　額災害の程度

口数 死亡
入院 通院

入院・通院（１日につき）掛　金
（年額）

障がい
（1級～14級）

日　時 ▽５月９日（日） ▽午後１時開演
場　所 ▽  カルチャーセンターホール（492席）
内　容 ▽全国で最も元気のある集落として注目を集
めている鹿児島県鹿屋市串良町柳谷地区。「やね
だん」と呼ばれ、約 300 人が暮らす小さな集落。
自治会が中心となり独創的な活動で自主財源の確
保、独自の福祉や青少年育成に取り組み、住民の
参加意識も高く、地域再生への挑戦を実践中。今
回の講演では❶特別講演「行政に頼らない地域づ
くり」❷地域づくり事例発表❸パネルディスカッ
ション「地域づくりは人と人とのつながりと感動
から」―を予定。これからの新たな地域づくりを
一緒に探ります。
問い合わせ ▽総務課総務係　☎282－1111

地
域
づ
く
り
の

ヒ
ン
ト
を
説
く

地
域
づ
く
り
の

ヒ
ン
ト
を
説
く

地
域
づ
く
り
の

ヒ
ン
ト
を
説
く

講 演

とよしげ・てつろう
元東京都民銀行員。民間主導型「串良やったる会」、むらづ
くり活性化アドバイザーなどを経て、現在は柳谷自治公民
館長を勤める。柳谷地区として内閣総理大臣表彰など受賞
多数。鹿児島県出身

Ｐｒｏｆｉｌｉ

みんなで創ろう地域づくりの集い開催

地域再生のカリスマ

豊重 哲郎 氏
地域再生のカリスマ

豊重 哲郎 氏
地域再生のカリスマ

豊重 哲郎 氏


